
PSEに対応した耐圧試験方法

平成13年の電気用品安全法（電安法：PSE）施行による電気用品（テレビ、冷蔵庫、洗濯機、電子楽器、音響機器など）の絶縁耐力試
験については、中古家電販売業者であっても実施が求められます。  電安法で規定された絶縁耐圧試験は以前の電取法とは違い出力電流の
規定が中古品については500mA → 10mAに変更されております。従来大容量の耐圧試験器が必要でしたが、小容量でも可能とな
り導入コストと省スペース化が可能です。

PSE に対応した耐圧試験の測定構成図

絶縁耐力検査器（耐電圧試験器） 要求内容
・試験電圧AC1000Vを発生できるもの
・出力電流 10mAまで出力できるもの
・試験タイマ1分間の連続試験が可能なもの
・電圧計確度1.5%の確度を有すること

　

製品情報

コンパクト安全試験器「3800シリーズ」

https://www.keisoku.co.jp/pw/app/44/
https://www.keisoku.co.jp/pw/product/measuring/tester/3800-2-2/

